別記様式第２３号

番　　　号

年　月　日

（基金管理団体）　殿

（事業実施主体）　　 印

平成○年度 事業成果状況報告書

（太陽光パネル緊急導入事業）

地域資源利用型産業創出緊急対策事業実施要綱（平成21年５月29日付け21環第27号農林水産事務次官依命通知）第８の４の（１）に基づき、事業成果状況報告書を提出します。

別　添

	項　目
	○年度
	前年度

	発電電力量
	
	

	停止時間
	
	

	設備利用率
	
	

	発電単価
	
	


総合評価

	　○○○○○・・・・・。




別記様式第２４号

番　　　号

年　月　日
（基金管理団体）　殿
（地域協議会）　　 印

平成○年度 事業成果状況報告書
（農山漁村地域資源有効活用推進事業）
地域資源利用型産業創出緊急対策事業実施要綱（平成21年５月29日付け21環第27号農林水産事務次官依命通知）第８の４の（１）に基づき、事業成果状況報告書を提出します。

別　添

	項　目
	○年度
	前年度

	○○○○製造量


	
	

	○○○○販売量


	
	

	地域協議会活動
	
	


総合評価

	　○○○○○・・・・・。




別記様式第２５号

番　　　号

年　月　日

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長　殿
（基金管理団体）　　 印

平成○年度 事業成果状況報告書

地域資源利用型産業創出緊急対策事業実施要綱（平成21年５月29日付け21環第27号農林水産事務次官依命通知）第８の４に（２）に基づき、事業成果状況報告書を提出します。

　※添付資料

　　　１．実施要綱第８の４の（１）に基づく事業実施主体あるいは地域協議会ごとの報告書の写し

　　　２．その他農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長が必要と認めるもの

別記様式第２６号

番　　　号

年　月　日
（（地域協議会経由）基金管理団体）殿

（事業実施主体）　 印

平成○年度 収支状況報告書

地域資源利用型産業創出緊急対策事業実施要綱（平成21年５月29日付け21環第27号農林水産事務次官依命通知）第１０の１に基づき、収支状況報告書を提出します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額：千円）
	区　分
	平成○年度
	平成○年度

までの累計

	収益
	売上（○○○○）
	1 
	
	

	
	　　（副産物等）
	2 
	
	

	
	特許権等の譲渡等
	3 
	
	

	
	
	
	
	

	
	合計（④）
	1 ②＋③
	
	

	費用
	原料費
	4 
	
	

	
	施設運転費
	5 
	
	

	
	減価償却費
	6 
	
	

	
	一般管理費等
	7 
	
	

	
	租税公課
	8 
	
	

	
	その他（支払利子等）
	9 
	
	

	
	合計（⑪）
	⑤ ～ ⑩
	
	

	差し引き利益（⑫）
	④－⑪
	
	

	収益返納額　　　
	
	


　　
　　 　［注］
１．収益・費用の各区分の金額は、助成事業者の会計事務処理上の区分で最も近縁・類似した区分の金額を記入すること。

２．説明に必要な資料を適宜添付すること。

３．千円単位で記入し、百円単位は切り捨てること。
４．収益返納額の欄は、事業最終年度の収支状況報告書において、累計の差し引き利益がある場合には、技術実証に係る補助金の累計額を限度として、その利益に相当する金額を記入すること。（事業最終年度の収支状況報告書のみ記入）
５．事業評価の結果、原料が最も安価でなかった場合には、最も安価な原料費を費用に計上すること。
別記様式第２７号

番　　　号

年　月　日
（地域協議会及び基金管理団体経由）

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長　殿

（事業実施主体）　 印

地域資源利用型産業創出緊急対策事業知的財産権の確認書
事業実施主体である○○○○は、地域資源利用型産業創出緊急対策事業実施要領(平成21年５月29日付け21環第28号農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知）第８の１に基づき、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長に対し下記の事項を許諾することを確認しました。
記

１．事業実施主体は、国から助成を受けて行う地域資源利用型産業創出緊急対策事業の成果により知的財産権の出願又は取得した場合、遅滞なく、当該実施要領の規定に基づき農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長にその旨を報告するものとする。

２．事業実施主体は、国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を利用する権利を国に許諾するものとする。

３．事業実施主体は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、そのことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、当該知的財産権を利用する権利を第三者に許諾するものとする。
　４．事業実施主体は、上記２．に基づき農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長に当該特許権等を利用する権利を許諾した場合には、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長の円滑な権利の利用に協力する。
　５．事業実施主体は、農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長が上記３．に基づき、当該特許権等を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅延なく、理由書を農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長に提出する。
別記様式第２８号

番　　　号

年　月　日

（地域協議会及び基金管理団体経由）

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長　殿

（事業実施主体）　 印

地域資源利用型産業創出緊急対策事業特許権等出願・取得状況報告書

下記のとおり本事業の成果に係る特許権等を出願（取得）したので、地域資源利用型産業創出緊急対策事業実施要領(平成21年５月29日付け21環第28号農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課長通知）第８の１（１）に基づき、特許権等出願・取得状況報告書を提出します。

記

	内容
	

	種類・番号
	

	出願年月日
	

	取得年月日
	

	出願人
	

	発明者
	


